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新規成長・雇用吸収分野等において、十分な技能・経験を有しない求職者を実習型雇用に

より受け入れる事業主の方に対して支援を実施します。 

原則として６か月間の有期雇用として求職者を受け入れ、実習・座

学を通じて企業のニーズにあった人材に育成し、その後の正規雇用へ

つなげていくものです。 

実習型雇用を実施するには、ハローワークに実習型雇用の求人申込

みをしていただき、ハローワークによるマッチングを行います。マッ

チングが成立したら、実習型雇用で行う実習内容等について記載した

実習型雇用実施計画書を作成・提出していただきます。 

É 事業の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２ 

É 実習型雇用の特徴・・・・・・・・・・・・Ｐ２ 

É 事業の対象となる事業主・・・・・・・Ｐ２ 

É 事業の対象となる求職者・・・・・・・Ｐ３ 

É 実習型雇用の内容・・・・・・・・・・・・Ｐ４ 

É 実習型雇用のイメージ・・・・・・・・・Ｐ４ 

É 実習型雇用助成金等の概要図・・Ｐ５ 

実習型雇用を行った事業主には、実習型雇用終了後に実習型試行雇用

奨励金・実習型雇用助成金が支給されます。 

→ 月額１０万円 

 

※実習型雇用奨励金等の支給には一定の要件があります。 

É 概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ６ 

É 支給対象となる事業主・・・・・・・・・Ｐ６ 

É 支給額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ６ 

É 申請手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ８ 

É 留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ８ 

É 支給対象となる事業主 

の要件の詳細・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ９ 

実習型雇用終了後に常用雇用として正規に雇い入れた場合、正規雇

用後の６か月の定着と、さらにその後の６か月の定着を要件とし、そ

れぞれ５０万円ずつ２回の時期に分けて支給されます。 

→ １００万円 

 

※正規雇用奨励金の支給には一定の要件があります。 

É 概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１１ 

É 支給対象となる事業主・・・・・・・・・Ｐ１１ 

É 支給対象期及び支給額・・・・・・・・Ｐ１２ 

É 申請手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１２ 

É 留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１３ 

常用雇用後の職場定着のため、さらに必要な知識・技能等を身につ

ける教育訓練を実施した場合、助成金が支給されます。 

→ 上限５０万円 

※教育訓練の実施に当たっては事前に教育訓練計画書を作成・提出していただ

きます。 

※教育訓練助成金の支給には一定の要件があります。 

É 概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１４ 

É 支給対象となる事業主・・・・・・・・・Ｐ１４ 

É 教育訓練の要件・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１４ 

É 教育訓練計画の提出・・・・・・・・・・Ｐ１４ 

É 支給額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１５ 

É 申請手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１５ 

É 留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１６ 

実 習 型 雇 用 と は 

実習型試行雇用奨励金・実習型雇用助成金の支給 

正規雇用奨励金の支給 

教育訓練助成金の支給 
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新規成長・雇用吸収分野等において、十分な技能及び経験を有しない求職者について、これらの

者を一定期間実習型雇用として受け入れ、実習等により企業の人材ニーズに合った人材育成を図る

こと等を通じて、これらの方の常用労働者としての早期再就職の実現を図るとともに、事業主の人

材確保を促進することを目的としています。 
 
 
 
実習型雇用には次のような特徴があります。 
ᾡ 事業主は、ハローワークが紹介する対象者（紹介状の余白に「実習型雇用」と明記されてい

ます。）を、一定期間（原則として６か月）雇うことにより、有期雇用として受け入れ、そ

の間、実習や座学を通じ企業の人材ニーズに合った人材へと育成した上で、常用雇用（※）

として雇入れることができます。 
ᾡ 事業主は、実習型雇用終了後、一定の要件を満たした上で、各奨励金・助成金の支給を受け

ることができ、実習型雇用や雇入れにかかる一定の負担軽減が図れます。 
ᾡ 対象者にとっても、企業の求める技能・経験（人材ニーズ）を実際に働くこと（実習等を通

じること）で把握することができ、また実習雇用中に努力することで、その後の常用雇用（本

採用）への道が開かれます。 
（※）常用雇用ᾭ 雇用期間の定めのない雇用であって、１週間の所定労働時間が同一の事業所に

雇用される通常の労働者の１週間の所定労働時間と同程度（３０時間を下回らな

いこと）であるものをいいます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
以下のいずれにも該当する事業主の方が対象となります。 
ὥ 実習型雇用の趣旨をご理解いただいた上で、事前にハローワークにおいて実習型雇用として

受け入れるため求人申込をしている事業主  
ὥ 受け入れる求職者を実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れることを前提としている 
事業主  

※企業規模や業種などの要件はありません。 

   
ὰ なお、過去に実習型雇用を実施した事業所については、常用雇用への移行実績によって、新

たな実習型雇用を実施することができない場合があることにご留意ください。 
（詳細はＰ３をご参照ください。） 

ὰ 「派遣求人」「請負求人」（業務実施場所（就業場所）が当該請負契約の発注元事業所内であ

るような業務に係る従業員の募集のための求人）及び「実習型雇用開始以後に出向または転籍

を行うことを前提とした求人」については、本事業の趣旨にそぐわないことから、実習型雇用

対象求人として取り扱うことはできません。 

☞事業の趣旨 

☞実習型雇用の特徴 

☞事業の対象となる事業主 
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ὢ 「新たな実習型雇用を実施することができない場合」とは、以下のケースとなります。 

実習型雇用を実施した事業所において、移行検討期間（実習型雇用を終了した日の翌日から起算して１か月を経

過した日までの期間をいう。以下同じ。）に常用雇用へ移行しなかった対象者の数が３人を超える場合であって、

次の(ｱ)から(ｶ)までのいずれかに該当する理由がなく常用雇用へ移行しなかった対象者の数が、それ以外の対象者

の数を上回っているときには、事業主は当該事業所において、新たな実習型雇用を実施することはできません。 

なお、新たな実習型雇用を実施することができない事業所が、当該取扱いを受ける以前に開始した別の実習型雇

用に係る実習型雇用結果報告書兼実習型試行雇用奨励金・実習型雇用助成金支給申請書（以下「報告書兼支給申請

書」という。）を提出した場合であって、上記判断を再度行った結果、当該取扱いの要件から外れることとなった

ときは、当該別の報告書兼支給申請書を提出した日以降、上記取扱いは解除されます。 

また、実習型雇用を実施したにも関わらず、報告書兼支給申請書が提出されていない場合には、報告書兼支給申

請書に係る実習型雇用労働者については、次の(ｱ)から(ｶ)までのいずれかに該当することなく常用雇用へ移行しな

かった数に含められます。 

(ｱ) 本人の責に帰すべき理由による解雇 

(ｲ) 本人の都合による離職 

(ｳ) 本人の死亡 

(ｴ) 天災その他やむを得ない理由により、事業の継続が不可能になったことによる解雇 

(ｵ) 実習型雇用実施計画書に記載された「常用雇用に移行するための要件」を本人が満たさないこと又は常用雇

用への移行を本人が望まないことについて事業主及び本人が合意している場合 

(ｶ) 事業主と本人との合意により、移行検討期間を過ぎた時期に常用雇用することが内定している場合（ただし、

この場合であっても、後に(ｱ)から(ｵ)に準ずる理由がなく、一方的に内定取消が行われたときを除く。） 

 
 
 
 
  

 
ὰ なお、事業主の方に受け入れていただく求職者は、以下のいずれにも該当する者となります。  
ὥ ハローワークに求職登録をした求職者で、希望する求人の分野において十分な 技能・経験を
有しない求職者であると認められる者  
ὥ ハローワークにおいてキャリア・コンサルティングを受けた結果、早期再就職に向け実習型

雇用を経ることが適当であると認められる者   
ὥ 過去一定期間、当該事業主に雇われていたことがない者   
ὥ すでに職業紹介以前から当該事業主との間で雇用予約がなされていない者       等 

☞事業の対象となる求職者 
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実習型雇用を実施する事業主は、次のいずれにも該当する実習等を行っていただきます。 
ᾡ 実習内容に関連を有する座学が盛り込まれているもの。 

なお、座学については、 
❖ 実習を行う上で必要なオリエンテーション、実習内容に密接な関連性を有する研修、

または能力評価であって、実施事業主が行うもの。 
❖ 実施事業主以外の施設に依頼して行われる教育訓練（講師の派遣を含みます。） 
などが該当します。 

ᾡ 実習型雇用終了後に、実習等の結果を踏まえ、ジョブ・カードの評価シートなどを使用して、

実習型雇用の評価が適切に実施されるもの。 
ᾡ 実習の担当者として、実施事業主の業務について必要な知識、技能及び経験を有し、実習に

当たって労働者に適切な指導及び評価を行う指導者（メンター）が選任されているもの。 
 

ᾼ また、実習型雇用の実施に当たっては、実習型雇用開始後２週間以内に実習型雇用期間中の

労働条件、常用雇用に移行するための要件、実習の内容、目標、実施場所、実習担当者、能力評価

の方法等必要な事項を記載した「実習型雇用実施計画書その１・その２」（様式第２－１号及び様

式第２－２号）について対象者と十分に話し合い、その同意を得た上で、職業紹介を行ったハロー

ワーク及び職業紹介を行ったハローワークの所在する都道府県の（財）産業雇用安定センター地方

第二事務所に提出していただきます。 
なお、採用に際して、関係法令に基づき、事業主と対象者との間で有期雇用契約を結びます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ｈ Ｗ
ハローワーク

に実習型雇用求人の申込 

 Ｈ Ｗ
ハローワーク

に求職申込（求職登録） 
 キャリア・コンサルティングの

実施 

 職業紹介（紹介状の余白に「実習型

雇用」と明記されています。） 

 面接の実施 

 採用 

 実習計画書作成（→２週間以内

にＨ Ｗ
ハローワーク

・産業雇用安定センタ

ーへ提出） 

実習型雇用 

（実習期間：原則６か月 

本人との合意で３か月超

～６か月でも可） 

常用雇用へ移行 職 場 定 着 Ｂ
実
習
型
雇
用
助
成
金 

Ａ
実
習
型
試
行
雇
用
奨
励
金 

Ｃ
正
規
雇
用
奨
励
金 

技
能
及
び
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す
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に
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と
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る
技
能
等

の
習
得
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の
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育
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を
実
施 

実習型雇用のイメージ 

Ｄ
教
育
訓
練
助
成
金 

☞実習等の内容について 
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◇実習型雇用を実施した事業主には、実施後に国及び基金から奨励金・助成金が支給されます。 

（支給要件についてはＰ６をご覧ください） 
 

実習型雇用助成金等概要図  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※基金事業には別に「正規雇用奨励金（職場体験型）」があります。そちらの奨励金については「職場

体験型雇用支援事業のご案内」パンフレットをご参照ください。 
 
  

実習型雇用助成金等の概要図 

 
実習型雇用助成金 

６万円／月 
 

 
実習型試行雇用

奨励金 

４万円／月 

 
 
 

実習型雇用助成金 

 
１０万円／月 

 

 
正規雇用奨励金 

１００万円／人 

１期：６ヶ月 
５０万円 

２期：６ヶ月 
５０万円 

実習型雇用期間：原則６ヶ月 

本人との合意で３カ月超～６ヶ月でも可。 

○支給申請：実習型雇用終了翌日～１ヶ月 
途中退職（本人都合等）、途中での常用

移行の場合。 

⇒最後の月は就労割合により支給。 

○支給申請：１期・２期それぞれ経過後１ヶ月以内 実習型雇用助成金 

実習型試行雇用奨励金 

正規雇用奨励金１期 

教育訓練助成金 

最高５０万円／人 
（期間は１年以内） 

教育訓練助成金 

○支給申請：教育訓練終了～１ヶ月 

２期 

＜座学＞3時間以下=2,000円／1日・1人 
3時間超=4,000／1日・1人 

＜実習＞600円／時間・1人（1日 3,000円限度） 
※ 最高 50万円限度／1人 

教育訓練 

1 ヶ月以内に
常用雇用に

移行 正 規 雇 用 実 習 型 雇 用 

教育訓練開始前に教育

訓練計画書を提出 

支給申請 

そ
れ
ぞ
れ
に
申
請 

３ヶ月 ３ヶ月 
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実習型試行雇用奨励金・実習型雇用助成金  

 
事業主は、ハローワークが紹介する対象者を一定期間（原則６か月ですが、事業主と対象者との

合意により、３か月を超える期間から６か月未満の期間を設定できます。ただし、６か月を超える

ことはできません。）雇用し、実習等により企業の人材ニーズに合った人材育成を図ることで、対

象者の早期再就職を図るとともに、企業の人材確保の促進を図ります。 
 
 
 

支給対象となるには、次の要件をすべて満たす必要があります。 
（※要件の詳細な内容はＰ９～１０をご覧ください。） 

ὥ ハローワークの紹介で雇入れたこと。 
ὥ 対象者とのあいだで紹介以前に事前の雇用予約がないこと。 
ὥ 対象者を「職場体験型雇用支援事業」の職場体験において受け入れたことのある事業主以

外の事業主であること。 
ὥ 雇用保険の適用事業主であること。 
ὥ 事業主の都合により解雇（退職勧奨を含みます。）をしたことがないこと。 
ὥ 特定受給資格者となる退職者が、一定数（３人かつ被保険者数の６％を超える数）でない

こと。 
ὥ 過去３年間に対象者を雇用したことがないこと。 
ὥ 対象者を雇用していた事業主が、関連事業主でないこと。 
ὥ 前々年度より前のすべての保険年度において、実習型雇用を実施した事業所が労働保険料

を納入していること。 
ὥ 不正行為により、不正受給措置を受けたことがないこと。 
ὥ 労働関係帳簿を整備・保管していること。 
ὥ 未払い賃金がないこと。 
ὥ 労働関係法令に基づき、適正な雇用管理を行っていること。 
ὥ 労働条件等が求人条件と異なっていないこと。 

 
 
 

実習型雇用を行った事業主には、国と基金からそれぞれ次の奨励金と助成金が支給されます。 
 

☆実習型試行雇用奨励金→国から支給されます。 
 実習型雇用を行う事業主には、対象者一人につき雇い入れた日から１か月単位で月額 
４０，０００円が最長３か月支給されます。 
☆実習型雇用助成金→基金から支給されます。 
実習型雇用を行う事業主には、対象者一人につき雇い入れた日から１か月単位で最初の３か

☞概要 

☞支給額 

☞支給対象となる事業主 
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月は月額６０，０００円が支給され、４か月目以降から６か月目まで月額１００，０００円が

支給されます。 
 

ただし、次の（１）及び（２）の場合は、その期間についての助成金の額は次の（３）の額にな

ります。 

（１）次の①から③の場合であって、雇用期間が１ヶ月に満たない月があるとき。 

① 実習型雇用労働者が支給対象期間の途中で離職（次のアからエまでの理由による離職に限る。）した場

合、次のアからエまでの理由に応じ、それぞれ支給対象期間の途中で離職した日までの期間とします。 

ア 本人の責めに帰すべき理由による解雇 

イ 本人の都合による退職 

ウ 本人の死亡 

エ 天災その他やむを得ない理由により、事業の継続が不可能になったことによる解雇 

② 実習型雇用の支給対象期間の途中で常用雇用へ移行した場合（実習型雇用開始後の最初の３か月を除く。） 

常用雇用へ移行する日の前日までの期間とします。 

③ 実習型雇用労働者の失踪等のため離職日が不明確な場合 

実習型雇用労働者に賃金が支払われた最後の日までの期間とします。 

 

（２）支給対象期間のある１か月について、実習型雇用労働者本人の都合による休暇（ただし、年次有給休暇等

法令により事業主が労働者に対し付与を義務付けられている休暇は除く。）又は実施事業主の都合による休

業の場合。 

（３）実習型雇用労働者が、就労を予定していた日数に対する実際に就労した日数の割合に応じて次の額を支給

します。 

 

        実習型雇用労働者が１か月間に実際に就労した日数 

    Ａ＝ 

        実習型雇用労働者が当該１か月間に就労を予定していた日数 

 

割合 
実習型試行雇用奨励金 実習型雇用助成金 

支給月額 支給月額（最初の３か月） 支給月額（残りの期間） 

Ａ≧75％ ４万円 ６万円 １０万円 

75％＞Ａ≧50％ ３万円 ４万５千円 ７万５千円 

50％＞Ａ≧25％ ２万円 ３万円 ５万円 

 25％＞Ａ＞ 0％ １万円 １万５千円 ２万５千円 

Ａ＝ 0％ 不支給 不支給 不支給 
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実習型雇用を終了した日の翌日から起算して１か月以内 
ただし、天災その他当該期間に申請しなかったことについてやむを得ない理由があるときには、当該理由がや

んだ日の翌日から起算して１か月以内となります。この場合は、当該理由を記した書面を添えて提出してくださ

い。 

 
 
 
 

ᾡ実習型試行雇用奨励金：雇用保険適用事業所を単位とし、実習型雇用を実施した事業所を管轄

するハローワーク 
ᾡ実習型雇用助成金  ：雇用保険適用事業所を単位とし、実習型雇用を実施した事業所を管轄

するハローワークの所在する都道府県の（財）産業雇用安定センター

地方第二事務所（事務所一覧表Ｐ２２をご参照ください。） 
 
 
 

ὥ 実習型雇用結果報告書兼実習型試行雇用奨励金・実習型雇用助成金支給申請書（様式第3号） 
（申請書には対象者本人の記名・押印または署名が必要です。） 

ὥ 実習型雇用実施計画書（その１・その２）（様式第２－１号・様式第２－２号）［産業雇用安

定センターの押印のあるもの］・［ハローワークの押印のあるもの］（写） 
ὥ 対象者の出勤状況が確認できる出勤簿（写） 
ὥ 対象者に対して支払われた賃金について記載された賃金台帳等（写） 
ὥ その他支給要件を確認するに当たって管轄の都道府県労働局長又は中央職業能力開発協会

会長が必要と認める書類 
※実習型雇用期間中に退職した場合の退職願（写）または離職証明書（写） 

 
 

提出された申請書をもとに奨励金にあっては都道府県労働局長が、助成金にあっては中央職業能

力開発協会会長が支給または不支給を決定し、支給決定通知書または不支給決定通知書により通知

します。 
 
 
 
 
ὰ 同一の事由により、介護未経験者確保等助成金、訓練等支援給付金、職業能力評価推進給付金、

地域雇用開発能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、実

☞申請手続 

申請期限 

申請書等提出先 

申請書類 

結果の通知 

☞留意事項 
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習型試行雇用奨励金及び実習型雇用助成金は支給されません。 
ὰ 実習型試行雇用奨励金及び実習型雇用助成金の支給を受け、当該実習型雇用後に常用雇用に移

行した場合は、正規雇用奨励金（実習型）を除いて、他の雇入れ助成金は支給されません。 
ὰ 実習型雇用期間中に対象者を事業主の都合により離職させた場合（天災その他やむを得ない理

由のため事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事

業主を除きます。）には、実習型試行雇用奨励金及び実習型雇用助成金は支給されません。 
 
 
 

（１）希望する職種等に係る分野において、十分な技能・経験を有しない求職者であって、ハローワークにおける

「中小企業等人材確保コーディネーター」等によるキャリア・コンサルティングを受けた結果を踏まえ、早期

再就職促進のために、実習型雇用を経ることが必要であると公共職業安定所長が認める者を、ハローワークの

紹介により実習型雇用として雇い入れた事業主であること。 

（２）ハローワークから実習型雇用の職業紹介を受ける以前に、当該職業紹介に係る対象者を雇用することを約し

ている事業主以外の事業主であること。 

（３）ハローワークから実習型雇用の職業紹介を受ける以前に、当該職業紹介に係る対象者を、緊急人材育成・就

職支援基金による「職場体験型雇用支援事業」（こちらの事業についてのパンフレットが別にありますのでそち

らをご参照ください。）の職場体験において受け入れた事業主以外の事業主であること。 

（４）雇用保険の適用事業の事業主であること。 

（５）実習型雇用を開始した日の前日から起算して６か月前の日から、実習型雇用を終了した日までの間（（６）に

おいて「基準期間」という。）に、当該実習型雇用に係る事業所において雇用する雇用保険被保険者（短期雇用

特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。）を事業主の都合により解雇等（退職勧奨を含む。）したことがな

い事業主（天災その他やむを得ない理由のため事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき

理由により解雇した事業主を除く。）であること。 

（６）基準期間に、当該実習型雇用に係る事業所において、特定受給資格者（注）となる離職理由（次に掲げる離

職理由を除く。）によりその雇用する被保険者（短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。）が３人

を超え、かつ、当該雇入れ日における被保険者数の６％に相当する数を超えて離職させた事業主以外の事業主

であること。 

① 雇用保険法施行規則第３４条第４号に定める者となる離職理由 

② 同令第３５条第１号に定める離職理由（災害等によるものに限る。） 

③ 同令第３５条第７号に定める離職理由 

④ 同令第３５条第７号の２に定める離職理由 

⑤ 同令附則第３条に基づく特定受給資格者に関する暫定措置の対象となる雇用保険法  第３３条第１項

の正当な理由 

（７）実習型雇用を開始した日の前日から起算して過去３年間において、当該実習型雇用に係る対象者を雇用した

ことがない事業主であること。 

（８）実習型雇用を開始した日の前日から起算して１年前の日から当該実習型雇用開始の日の前日までの間におい

て、当該実習型雇用に係る対象者（日雇労働者を除く。）を雇用していた事業主と、次のいずれかに該当する場

合その他の資本金、経済的・組織的関連性等からみて、新たに雇い入れられたものとして奨励金・助成金を支

給するに当たって適当でないと判断される事業主以外の事業主であること。 

☞支給対象となる事業主の要件の詳細 
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① 雇入れ日において、当該実習型雇用に係る対象者を雇用していた事業主（または雇入れ事業主）の発行

済株式の総数または出資の総額に占める雇入れ事業主（対象者を雇用していた事業主）の所有株式数また

は出資の割合が５０％を超えるものであること。 

② 取締役会の構成員について、次のいずれかに該当する場合 

・ 代表者が同一人物であること。 

・ 取締役を兼務している者がいずれかの取締役会の過半数を占めていること。 

（９）奨励金・助成金の支給を行う際に、前々年度より前のいずれかの保険年度（労働保険の保険料の徴収等に関

する法律（昭和４４年法律第８４号。以下「徴収法」という。）第２条第４項に規定する「保険年度」をいう。）

に、実習型雇用を実施した事業所において労働保険料（同法第４１条により徴収する権利が時効によって消滅

しているものを除く。）を納入していない事業主以外の事業主であること。 

（１０）実習型雇用を開始した日の前日から起算して３年前の日から奨励金・助成金の支給決定を行う日までの間

において、不正行為により本来受けることのできない奨励金及び雇用保険法第４章の雇用安定事業等に係る各

種給付金の不支給措置を受けたことがない事業主であること。 

（１１）実習型雇用を実施する事業所において、次の書類（「労働関係帳簿」）を整備・保管している事業主である

こと。 

① 実習型雇用労働者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿等の書類 

② 実習型雇用労働者に対して支払われた賃金について基本賃金とその他の諸手当とが明確に区分された

賃金台帳 

③ 当該事業所を離職した常用労働者の氏名、離職年月日、離職理由等が明らかにされた労働者名簿等の書 

 類 

（１２）実習型雇用期間中の実習型雇用労働者に支払うべき賃金について、支払期日を超えて支払っていない事業

主（支給申請期間内に支払期限が到達したものであって、当該支払期限に係る賃金を支払った事業主を除く。）

以外の事業主であること。 

（１３）労働関係法令の違反を行っていることにより、適正な雇用管理を行っていると認められないため、奨励金・

助成金を支給することが適切でない事業主以外の事業主であること。 

（１４）ハローワークの紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象者に対し労働条件に関する不利益または

違法行為があり、かつ当該対象者から求人条件が異なることについて申出があった事業主以外の事業主である

こと。 

 

（注） 特定受給資格者とは、離職理由が、倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なく

された受給資格者をいいます。 
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正規雇用奨励金（実習型）  

 
実習型試行雇用奨励金・実習型雇用助成金を受給した事業主が、実習型雇用終了後に対象者を常

用雇用として雇い入れ、一定期間職場定着した場合、１人当たり最大１００万円が支給されます。 
 
 
 
（１）実習型試行雇用奨励金・実習型雇用助成金を受給した事業主であること。 
（２）実習型雇用終了後、移行検討期間中（実習型雇用を終了した日の翌日から起算して１か月を

経過した日までの期間）に実習型雇用労働者を常用雇用として雇い入れ、引き続き、６か月以

上、雇用保険の一般被保険者（ただし、１週間の所定労働時間が３０時間未満の者を除きます。）

として雇用する事業主であること。 
（３）常用雇用の開始日の前日から起算して６か月前の日から、（財）産業雇用安定センターに対

する奨励金の受給についての申請書を提出する日までの間（（４）において「基準期間」）とい

います。）に、当該雇入れに係る事業所において雇用する雇用保険被保険者（短期雇用特例被

保険者及び日雇労働被保険者を除きます。）を事業主の都合により解雇等（退職勧奨を含みま

す。）をしたことがない事業主（天災その他やむを得ない理由のため事業の継続が不可能とな

ったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除きます。）であること。 
（４）基準期間に、当該雇入れに係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由（次に掲げ

る人を除きます。）によりその雇用する被保険者（短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険

者を除きます。）が３人を超え、かつ、当該雇入れ日における雇用保険被保険者数の６％に相

当する数を超えて離職させた事業主以外の事業主であること。 
① 雇用保険法施行規則第３４条第４号に定める者となる離職理由 
② 同令第３５条第１号に定める離職理由（災害等によるものに限ります。） 
③ 同令第３５条第７号に定める離職理由 
④ 同令第３５条第７号の２に定める離職理由 
⑤ 同令附則第３条に基づく特定受給資格者に関する暫定措置の対象となる雇用保険法

第３３条第１項の正当な理由 
（５）常用雇用を開始した日の前日から起算して１年前の日から（財）産業雇用安定センターに対

する正規雇用奨励金の受給についての申請書を提出する日までの間において、当該雇入れに係

る対象者（日雇労働者を除きます。）を雇用していた事業主と、以下のいずれかに該当する場

合その他の資本金、経済的・組織的関連性等からみて、新たに雇い入れられたものとして正規

雇用奨励金を支給するに当たって適当でないと判断される事業主でないこと。 
① 雇入れ日において対象者を雇用していた事業主（または雇入れ事業主）の発行済株

式の総数または出資の総額に占める雇入れ事業主（対象者を雇用していた事業主）の

所有株式数または出資の割合が５０％を超えるものである。 
② 取締役会の構成員について、次のいずれかに該当する場合 

・ 代表者が同一人物である。 

☞概要 

☞支給対象となる事業主 
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・ 取締役を兼務している者がいずれかの取締役会の過半数を占めている。 
 
 
 
ὥ 支給対象期 
ᾡ第１期 正規雇用基準日から、正規雇用基準日（※）から起算して６か月の日まで 
ᾡ第２期 正規雇用基準日から起算して６か月の日の翌日から、正規雇用基準日から起算して

１年の日まで 
※正規雇用基準日とは、実習型雇用終了後、常用雇用を開始した日をいいます。 

   
ὥ 支給額 
ᾡ第１期 ５０万円 
ᾡ第２期 ５０万円 

 
 
 
 
 
   対象者に係る支給対象期が経過するごとに、当該支給対象期の末日の翌日から起算して１か月以

内 
また、賃金締切日から１か月近く遅れて賃金支払日が設けられており、実際に支給申請のできる期間が極端に短

くなる事業主であって、支給対象期の末日の翌日から１か月以内に賃金を支払ったものについては、当該賃金支払

日後７日以内に申請することができます。 

   なお、天災その他支給申請期間内に奨励金の支給を申請しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、

当該理由のやんだ後１か月以内にその理由を記した書面を添えて申請することができます。 

 

 

 

ᾡ雇用保険適用事業所を単位とし、実習型雇用を実施した事業所を管轄するハローワークの所

在する都道府県の（財）産業雇用安定センター地方第二事務所（事務所一覧表Ｐ２２をご参

照ください。） 

 

 

 

ὥ 正規雇用奨励金第１期支給申請書又は正規雇用奨励金第２期支給申請書（様式第１７号） 

ὥ 対象労働者雇用状況等申立書（様式第１８号）※ 

ὥ 雇用契約書又は雇入れ通知書（写）[常用雇用による雇入れに関するもの] 

ὥ 各支給対象期の最終日の属する月の出勤簿等（写） 

ὥ 最終月の賃金が記載された賃金台帳（写） 

ὥ 対象者に係る実習型雇用助成金支給決定通知書（写）又は対象者に係る実習型雇用実施計画書（写）  

☞支給対象期及び支給額 

☞申請手続 

申請期限 

申請書提出先 

申請書類 
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[（財）産業雇用安定センターの受理印があるもの]及び実習型雇用結果報告書兼実習型試行雇用

奨励金・実習型雇用助成金支給申請書（写） 

ὥ その他支給要件を確認するに当たって中央職業能力開発協会会長が必要と認める書類 

※対象労働者雇用状況等申立書は、第１期の申請時に提出してください。第２期の申請時には提出の必要はあ

りません。 

 

 

  （財）産業雇用安定センターを経由して提出された申請書をもとに中央職業能力開発協会会長が支

給または不支給を決定し、第１期及び第２期支給決定通知書、不支給決定通知書により通知します。 

 

 

 

ὰ 正規雇用奨励金の支給を受けることができる場合には、同一の支給事由により、他の雇入れ

助成金は支給されません。 

 
 
  

結果の通知 

☞留意事項 
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教育訓練助成金  

 
実習型試行雇用奨励金・実習型雇用助成金を受給した事業主が、実習型雇用終了後に常用雇用に

移行した対象者に対し、さらに必要な知識、技能等を身につけるため下記要件を満たす教育訓練を

実施した場合に対象者一人当たり５０万円を上限として助成金が支給されます。 
 
 
 
（１）教育訓練助成金の支給を受けるためには、「支給対象となる事業主の要件」（Ｐ８～９をご参

照ください。）の他に、下記の「教育訓練の要件」及び（２）の要件を満たす必要があります。 
（２）実習型雇用終了後、移行検討期間中に実習型雇用労働者を常用雇用として雇い入れ、引き続

き、６か月以上、雇用保険の一般被保険者（ただし、１週間の所定労働時間が３０時間未満の

者を除きます。）として雇用する事業主であること。 
 
 
 

対象となる教育訓練は、次のいずれにも該当するものです。 
ὥ 実習と座学を効果的に組み合わせて実施するものであること。 
ὥ 常用雇用として雇い入れた日から起算して１年以内に修了するものであること。 
ὥ 実習型雇用終了時に行う実習型雇用の評価等を踏まえ、さらに職場に定着するのに必要とな

る技能等の習得をするためのものであること。 
ὥ 教育訓練計画を策定し、当該計画に、教育訓練の内容、目標、教育訓練実施期間、実習の場

所、総訓練時間数、能力評価の方法等が定められていること。 
ὥ 実習型雇用における指導者、またはその他の実習指導者や講師により行われるものであるこ

と。 
ὥ 座学は次のいずれかに該当するものであること。 
❖ 実習実施事業主以外の設置する施設に依頼して行われる教育訓練（講師の派遣も含みま

す。） 
❖ 実習実施事業主が行うものであって、教育訓練を行う上で必要と認められるオリエンテ

ーションまたは能力評価など 
❖ 実習実施事業主が行うものであって、専修学校専門課程教員、職業訓練員またはこれら

と同等以上の能力を有する者により実施される教育訓練 
 
 
 

教育訓練を実施する事業主は、教育訓練開始前に、「教育訓練計画書」（様式第２３号）を教育訓

練を実施する事業所を管轄するハローワークの所在する都道府県の（財）産業雇用安定センター地

☞概要 

☞教育訓練の要件 

☞教育訓練計画の提出 

☞支給対象となる事業主 
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方第二事務所に提出してください。 
 
 

教育訓練を実施する事業主に対して、一人当たり５０万円を上限として支給します。 
ᾡ座学（OFF-JT）に要した経費に対する助成については１日の時間数に応じます。 
❖３時間以下の場合  １日１人あたり ２，０００円 
❖３時間以上の場合  １日１人あたり ４，０００円 

ᾡ実習にかかる経費に対する助成については実習実施時間に応じます。 
❖１人につき１時間６００円（１日で３，０００円が限度となります。） 

 
 
 

 
 
 教育訓練を終了した日の翌日から起算して１か月以内 
ただし、天災その他当該期間に申請しなかったことについてやむを得ない理由があるときには、当該理由がや

んだ日の翌日から起算して１か月以内となります。この場合は、当該理由を記した書面を添えて提出してくださ

い。 

 
 
 
ᾡ雇用保険適用事業所を単位とし、実習型雇用を実施した事業所の所在する（財）産業雇用安定

センター地方第二事務所（事務所一覧表Ｐ２２をご参照ください。） 
 
 
 
Ç 教育訓練助成金支給申請書（様式第２４－１号） 

Ç 教育訓練助成金支給申請書（内訳）（様式第２４－２号） 

Ç 教育訓練計画書（様式第２３号）[産業雇用安定センターの押印があるもの]（写） 

Ç 雇用契約書または雇入れ通知書（写）[常用雇用による雇入れに関するもの] 

Ç 対象者の出勤状況等が確認できる出勤簿等（写） 

Ç 対象者に対して支払われた賃金について記載された賃金台帳（写） 

Ç 対象者に係る実習型雇用助成金支給決定通知書（写）または、対象者に係る実習計画書 

[産業雇用安定センターの押印があるもの]及び実習型雇用実施結果報告書兼実習型試行雇用

奨励金・実習型雇用助成金支給申請書（写） 

Ç 支給要件を確認するに当たってその他中央職業能力開発協会会長が必要と認める書類 

 
 

 
（財）産業雇用安定センターを経由して提出された申請書をもとに中央職業能力開発協会会長が

☞支給額 

☞申請手続 

申請期限 

申請書等提出先 

申請書類 

結果の通知 
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支給または不支給を決定し、支給決定通知書または不支給決定通知書を通知します。 
 

 
 

 
ὰ 教育訓練助成金の支給を受けることができる場合には、同一の支給事由により、他の教育訓

練関係の助成金は支給されません。 
  

☞留意事項 




